
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時 令和６年３月１５日(金) 

午前９時から      

場 所 第２委員会室      

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第３４号 山陽小野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について              （子育て） 

２ 議案第３５号 山陽小野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（子育て） 

 

※１ 審査の進行状況により、審査の前倒し、先送りを行うこともあります。 

※２ 審査は議案ごとに職員を入れ替えながら行います。 
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議案第３４号 山陽小野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１．改正理由 

内閣府令の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準」の改正に伴い、本市の条例を改

正するもの 

 

２．改正内容 

 ○こども家庭庁設置法が施行されたことに伴い、子ども・子育て支援法が改

正され、同法第１９条第２項が削られたことによる改正 

（従うべき基準：第４条、第６条、第７条、第１３条、第３５条、第３６条、

第３７条第２項、第３９条、第５１条、第５２条  

参酌すべき基準：第８条、第２０条）  

【参照】子ども・子育て支援法 

  （支給要件） 

 第１９条 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子ど

もの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第２７条第１項に規定する

特定教育・保育、第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育、同項第

３号に規定する特別利用教育、第２９条第１項に規定する特定地域型保育

又は第３０条第１項第４号に規定する特例保育の利用について行う。 

  (1)～(3) （略） 

２ 内閣総理大臣は、前項第２号の内閣府令を定め、又は変更しようとする

ときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 

  

 ○こども家庭庁設置法が施行されたことに伴い、学校教育法が改正され、同

法第２５条に第２項及び第３項が追加されたことによる改正 

 （従うべき基準：第１５条第１項第３号） 

【参照】学校教育法 

第２５条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第２２条及
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び第２３条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 

２ （略） 

３ （略） 

 

 〇こども家庭庁が内閣府の外局として設置されたことに伴い、厚生労働省令

が内閣府令に整備されたことによる所要の改正 

  （従うべき基準：第１５条第１項第４号、第３７条第１項、第４４条） 

  「厚生労働大臣」→「内閣総理大臣」、「省令」→「令」 

 

 〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律が施行されたことに伴い、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正され、同法第３条第１０項

が削られたことによる改正 

  （従うべき基準：第１５条第１項第２号） 

 【参照】就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律 

  (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 

 第３条 （略） 

 ２～６ （略） 

 ７ 指定都市等の長は、第１項又は第３項の認定をしようとするときは、あ

らかじめ、都道府県知事に協議しなければその旨及び次条第１項各号に掲

げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。 

 ８・９ （略） 

 １０ 指定都市等の長は、第一項又は第三項の認定をしたときは、速やかに、

都道府県知事に、次条第一項に規定する申請書の写しを送付しなければな

らない。 

 １０１１ （略） 

 １１１２ （略） 

 

３．施行日 公布の日から  
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（参考） 

「従うべき基準」とは必ず適合させなければならない基準。法令の「従うべ

き基準」と異なる内容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内

で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容  

 

「参酌すべき基準」とは十分参照しなければならない基準。法令の「参酌す

べき基準」を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて異なる内

容を定めることは許容 
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議案第３５号 山陽小野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１．改正理由 

内閣府令の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の改正に伴

い、本市の条例を改正するもの。 

 

２．改正内容 

  こども家庭庁が内閣府の外局として設置されたことに伴い、厚生労働省令

が内閣府令に整備されたことによる所要の改正 

  （従うべき基準：第２５条） 

「厚生労働大臣」→「内閣総理大臣」 

 

３．施行日 公布の日から 

 

（参考） 

「従うべき基準」とは必ず適合させなければならない基準。法令の「従うべ

き基準」と異なる内容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内

で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容  

 


